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第１章 計画の概要と地震による被害等 

 

１ 計画の概要 

（１）計画の目的 

本計画は、西東京市内の住宅・建築物の耐震診断※8及び耐震改修等を計画的かつ総合

的に促進することにより、西東京市民の生命と財産を保護し、災害に強いまちづくりを

実現することを目的とする。 

 

（２）計画の位置づけ 

本計画は、耐震改修促進法第６条の規定に基づき策定するものである。 

また、本計画は、同法第４条によって定められた国の基本方針や同法第５条の規定に

基づき策定された東京都計画を指針とし、「西東京市地域防災計画※9」や「西東京市都

市計画マスタープラン」、「西東京市住宅マスタープラン2014～2023」、「西東京市公

共施設等総合管理計画」と整合・連携を図るとともに、「西東京市第２次基本構想・基

本計画」を推進する計画と位置付けるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1-1 関連する法律・計画と本計画の関係 

  

                                                
※8  耐震診断 既存の建築物が、地震に対してどの程度被害を受けるかなど、地震に対する強さや安全性を評

価すること。 
※9  西東京市地域防災計画 災害対策基本法第 42条の規定に基づき、西東京市防災会議が策定する計画。西

東京市・東京都・指定地方行政機関・自衛隊・指定公共機関・指定地方公共機関等の防災関係機関、事業

所、地域の防災組織及び市民が総力を結集し、各主体の持てる能力を発揮し、主体間で連携を図ることによ

り、「自助」「共助」「公助」を実現し、自然災害の予防、応急対策及び復旧・復興対策を実施することに

より、市民の生命、身体及び財産を保護することを目的としている。 
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2014～2023 

・西東京市公共施設等総合管理計画 
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（３）計画期間 

本計画の期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間とする。 

なお、社会経済情勢の変化や計画の進捗状況に適切に対応するため、おおむね３年を

目途として検証を行い、必要に応じて内容を見直すなど計画の改定を行う。 
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図1-2 計画期間 

  

西東京市耐震改修促進計画 

新たな計画期間 

耐震改修促進法施行令等改正  

東京都計画改定 
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２ 地震による被害等 

（１）想定する地震の規模 

本計画では、東京都計画及び西東京市地域防災計画との整合を図るため、「首都直下

地震等による東京の被害想定」（平成24年４月 東京都防災会議公表）に基づき、東京

湾北部地震（マグニチュード（以下「Ｍ」と表記する。）7.3）、多摩直下地震（Ｍ

7.3）、元禄型関東地震（Ｍ8.2）及び立川断層帯地震（Ｍ7.4）を想定する地震の規模

とする。 

 

表1-1 想定する地震の規模 

項目 想定地震 

種類 東京湾北部地震 
多摩直下地震 

（プレート境界多摩地震） 
元禄型関東地震 立川断層帯地震 

震源 東京湾北部 東京都多摩地域 神奈川県西部 東京都多摩地域 

規模 Ｍ7.3 Ｍ8.2 Ｍ7.4 

震源の深さ 約20～35 km 約0～30 km 約2～20 km 

（出典：東京都地域防災計画※10 震災編（令和元年修正 東京都）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1-3 東京湾北部地震における震度分布（M7.3） 

（出典：首都直下地震等による東京の被害想定（平成 24 年４月 東京都防災会議公表）） 

 

  

                                                
※10  東京都地域防災計画 災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 40条の規定に基づき東京都防災会

議が策定する計画であり、都、区市町村、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関等

の防災機関がその有する全機能を有効に発揮して、都の地域における地震災害の予防、応急対策及び復旧・

復興対策を実施することにより、住民の生命、身体及び財産を保護することを目的としている。 
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図1-4 多摩直下地震における震度分布（M7.3） 

（出典：首都直下地震等による東京の被害想定（平成 24 年４月 東京都防災会議公表）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1-5 元禄型関東地震における震度分布（M8.2） 

（出典：首都直下地震等による東京の被害想定（平成 24 年４月 東京都防災会議公表）） 
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図1-6 立川断層帯地震における震度分布（M7.4） 

（出典：首都直下地震等による東京の被害想定（平成 24 年４月 東京都防災会議公表）） 

 

（２）想定される被害の状況 

西東京市における被害の概要は、表1-2及び表1-3による想定では以下のとおりとなる。 

・想定される被害は、「多摩直下地震（Ｍ7.3）」が最大となる。 

・火災の出火件数は７件で、それによる焼失棟数は681棟である。（多摩直下地震 

の場合） 

・死者の主な原因は、建物被害と火災によるものである。 

・負傷者の主な原因は、建物被害及び屋内収容物の転倒である。 

・エレベーターの閉じ込め台数は８台である。（多摩直下地震の場合） 

 

表1-2 気象条件等と想定される災害等 

季節・時刻・風速 想定される災害等 

冬の夕方 18時 

風速 ８ｍ／秒 

○火気器具利用が最も多いと考えられる時間帯で、これらを原因

とする出火数が最も多くなるケース。 

○オフィスや繁華街周辺、ターミナル駅では、帰宅、飲食のため

多数の人が滞留している。 

○ビル倒壊や落下物等により被災する危険性が高い。 

○鉄道、道路もほぼラッシュ時に近い状況で人的被害や交通機能

支障による影響拡大の可能性が高い。 

（参考：首都直下地震等による東京の被害想定（平成 24 年４月 東京都防災会議公表）） 

 

  

西東京市 
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表1-3 想定される西東京市の被害状況 

被害想定の 

種類 

地震の種類 東京湾北部地震 多摩直下地震 元禄型関東地震 立川断層帯地震 

マグニチュード M7.3 M7.3 M8.2 M7.4 

地震発生時刻 冬の夕方18時 冬の夕方18時 冬の夕方18時 冬の夕方18時 

風速 8m/秒 8m/秒 8m/秒 8m/秒 

基
本
情
報 

夜間人口（人） 196,511 

昼間人口（人） 152,026 

建物 

棟数 

木造 33,503 棟 33,503 棟 33,503 棟 33,503 棟 

非木造 6,812 棟 6,812 棟 6,812 棟 6,812 棟 

震度別面積率 

５強 0.1 ％ － ％ － ％ 0.1 ％ 

６弱 99.9 ％ 72.0 ％ 100 ％ 97.4 ％ 

６強 － ％ 28.0 ％ － ％ 2.5 ％ 

想
定
さ
れ
る
被
害 

原因別 

建物 

全壊 

棟数 

計 338 棟 831 棟 211 棟 428 棟 

ゆれ 338 棟 830 棟 210 棟 427 棟 

液状化 0 棟 0 棟 0 棟 0 棟 

急傾斜地崩壊 1 棟 1 棟 1 棟 1 棟 

原因別 

建物 

半壊 

棟数 

計 2,808 棟 3,711 棟 2,076 棟 2,919 棟 

ゆれ 2,806 棟 3,706 棟 2,074 棟 2,917 棟 

液状化 0 棟 4 棟 0 棟 0 棟 

急傾斜地崩壊 2 棟 2 棟 2 棟 2 棟 

火災 出火件数 3 件 7 件 3 件 3 件 

焼失棟数(倒壊建物を含む) 397 棟 681 棟 376 棟 409 棟 

人
的
被
害 

死

者 

計 21 人 44 人 15 人 24 人 

ゆれ・液状化による建物被害 13 人 32 人 8 人 16 人 

急傾斜地崩壊 0 人 0 人 0 人 0 人 

火災 7 人 12 人 6 人 7 人 

ブロック塀等 1 人 1 人 1 人 1 人 

屋外落下物 0 人 0 人 0 人 0 人 

屋内収容物（参考値） 2 人 2 人 2 人 2 人 

負

傷

者 

計 568 人 892 人 417 人 619 人 

ゆれ・液状化による建物被害 535 人 839 人 386 人 584 人 

急傾斜地崩壊 0 人 0 人 0 人 0 人 

火災 10 人 20 人 9 人 10 人 

ブロック塀等 22 人 32 人 21 人 25 人 

屋外落下物 0 人 1 人 0 人 1 人 

屋内収容物（参考値） 40 人 40 人 40 人 40 人 

エレベーター閉じ込め台数 7 台 8 台 7 台 7 台 

※ 小数点以下の四捨五入により合計は合わないことがある。                             

（参考：首都直下地震等による東京の被害想定（平成 24 年４月 東京都防災会議公表）） 
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（３）過去の大地震における被害の特徴 

① 阪神・淡路大震災や東日本大震災における被害の特徴 

阪神・淡路大震災や東日本大震災における主な死因は図1-7、図1-8に示すとおりであ

る。阪神・淡路大震災では家屋や家具類等の倒壊による圧迫死、東日本大震災では溺死

が、それぞれ最大となっており、地震によって大きな違いがある。 

首都直下地震が発生した場合の被害は、都市部の直下地震である阪神・淡路大震災の

様相に類似することが想定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 阪神・淡路大震災における被害状況 

阪神・淡路大震災における建築物の被害状況を、昭和56年以前に建築された建築物と

昭和57年以降に建築された建築物とで比較すると、その被害状況には大きな差がある。 

また、この震災における直接的な死亡原因は、家屋や家具類の倒壊等による圧迫死が

９割近くを占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1-9 建築時期と被害状況 

（出典：阪神・淡路大震災建築震災調査委員会中間報告（平成７年 建設省住宅局）） 
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図 1-8 東日本大震災における死因 

（岩手県・宮城県・福島県） 

（出典：中央防災会議 東北地方太平洋沖地震を

教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会） 

 

図 1-7 阪神・淡路大震災における死因

（出典：平成７年 警察白書） 

家屋、家具類等の倒壊による

圧迫死と思われるもの,88% 


